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令和３年５月 24 日 

 

 

 

 

 

西東京市 GIGA スクール構想が令和３年４月から始まりました。西東京市 GIGA

スクール基本方針に基づき、児童生徒の「新しい文房具」としてタブレットパソコン

の活用を進めてまいります。 

 

１ タブレットパソコンの配布状況 

 ４月８日から児童生徒への貸与を開始し、学校内での活用

が始まりました。４月中にすべての学校で配布が完了しまし

た。 

 

 

２ 現在の活用の状況について 

【小学校での活用の例】 

 ・算数の時間に自分の考えをタブレットに入力し、大型提示装置を使って自分の考え方を

発表したり、友達の考え方と比較したことで、よりよい解き方について話し合うことが

できました。 

 ・理科の時間に外で雲の様子を撮影し、教室に戻って映像などの気象情報と比較しました。

撮影した雲の量や動きに着目してその後の天気の変化を予想したことで、身近な天気予

報の仕組みに気付くことができました。 

・撮影機能を使って春の植物を記録しました。これまでの手描きスケッチを写真に替えた

ことで時間の短縮になるだけでなく、児童の特性により差がつきにくいため、児童は積

極的に学習に参加できました。 

 

 

【中学校での活用の例】 

 ・授業の始めに学習コンテンツを活用して前年度の復習に取り組ん

だ後、新しい内容を学習しました。生徒は、それぞれの習熟に合

わせた内容を復習することができ、理解促進につながりました。 

 ・道徳の時間に、登場人物の考えに賛成か反対かについてアンケー

ト機能を使ってその場で意見を集約できるようになりました。ま

た、普段は発言しにくい状況でもタブレットに入力することで発

表につながり、様々な意見に触れられるようになりました。 

 

西東京市 GIGA スクールが始まりました!  
～西東京市の小中学校でタブレットの活用が始まりました～ 

 

西東京市 
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３ 今後の計画 

（１）家庭での活用について 

児童生徒のタブレットパソコンの操作への慣れの状況を踏まえ、ゴールデンウィ

ーク中から家庭への持ち帰りを試行しています。５月の連休明けに持ち帰りを順次

開始しました。 

家庭学習に十分に活用するよう児童生徒を学校で指導し、保護者会や学校 HP で

保護者に説明しております。家庭での使用上のルール作りも重要であることから、

保護者向け説明動画も教育委員会から発信予定です。 

 

 

【問い合わせ先】  

教育部 教育指導課（TEL：042-420-2827） 
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・教科書や黒板、ノートなどの従来の教材や文房具に加え「新しい文房具」とし

てタブレットパソコンを活用 

・学習の基盤となる資質・能力「情報活用能力」を育成しつつ、誰一人取り残さ

ない、個々の能力を引き出す教育の実現 

・２７校（小学校１８校、中学校９校）、１６,０００台購入 

・小学１年生から中学３年生まで一人１台貸与。令和３年４月に配布完了 

・５月連休明けから日常的に自宅に持ち帰り、学習コンテンツなどを活用し家庭

学習に活用 


